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建設水道委員会記録 
 

○開催日時 

平成２８年３月１６日 午前１０時分～午後０時１０分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（６人）

   委 員 長  宮 里 兼 実 

   副委員長  下 園 政 喜 

   委  員  川 畑 善 照 

委  員  大田黒   博 

委  員  新 原 春 二 

委  員  谷 津 由 尚 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員

   議  員  持 原 秀 行 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

水 道 局 長  落 合 正 浩 

水 道 管 理 課 長  元 石 功 一 

上 水 道 課 長  四 元 新 一 

下 水 道 課 長  徳 重 勝 美 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 会 事 務 局 長  田 上 正 洋 主       幹  久 米 道 秋 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

審  査  事  件  等 所 管 課 

議案第６２号 平成２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予算 

議案第６３号 平成２７年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予算 

議案第６９号 平成２７年度薩摩川内市水道事業会計補正予算 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７１号 平成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算 

議案第７２号 平成２８年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算 

議案第８４号 平成２８年度薩摩川内市水道事業会計予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

水 道 管 理 課 

上 水 道 課 

議案第６４号 平成２７年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計補正予算 

議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市一般会計補正予算 

議案第７３号 平成２８年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計予算 

議案第７４号 平成２８年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予算 

議案第７５号 平成２８年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第７６号 平成２８年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算 

議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市一般会計予算 

（所管事務調査） 

下 水 道 課 

───────────────────────────────────────── 
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△開  議 

○委員長（宮里兼実）ただいまから、一昨日に

引き続き、建設水道委員会を開会いたします。 

 本日は、審査日程の水道管理課、上水道課から

審査を行います。 

 ここで、傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ傍聴の申し出はありませんが、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可します。 

────────────── 

△水道管理課・上水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）それでは、水道管理課及

び上水道課の審査に入ります。 

────────────── 

△議案第６２号 平成２７年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）まず、議案第６２号平成

２７年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計補正予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、予算に関

する説明書の第８回補正の５３ページをお開きく

ださい。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費５３万円の増額は、国

家公務員の給与に関する法律等の一部改正に伴う

本市の給与に関する条例等の一部改正にあわせて、

職員１１人分の人件費を補正要求するものでござ

います。 

 続いて、歳入について説明いたしますので、

５２ページをごらんください。 

 ６款１項１目一般会計繰入金５３万円の増額は、

歳出の補正に伴う財源調整でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第６３号 平成２７年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第６３号平成

２７年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計補正予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、予算に関

する説明書（第８回補正）の６３ページをお開き

ください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費５万５,０００円の増額

は、国家公務員の給与に関する法律等の一部改正

に伴う本市の給与に関する条例等の一部改正にあ

わせて、職員一人分の人件費を補正要求するもの

でございます。 

 続いて、歳入について説明いたします。

６２ページをごらんください。 

 ３款１項１目一般会計繰入金５万５,０００円の

増額は、歳出補正に伴う財源調整でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ
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とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第６９号 平成２７年度薩摩川内市

水道事業会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第６９号平成

２７年度薩摩川内市水道事業会計補正予算を議題

とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

６９号平成２７年度薩摩川内市水道事業会計補正

予算について説明をいたします。 

 別冊となっております薩摩川内市水道事業会計

予算、予算に関する説明書（第４回補正）の

１１ページをお開きください。一番最後のページ

になります。 

 今回の補正は、国家公務員の給与に関する法律

等の一部改正に伴い、本市の給与に関する条例等

の一部改正にあわせて人件費を補正要求するもの

で、１款１項２目配水及び給水費で職員１０人分

の給料、手当、法定福利費の補正、同じく４目総

係費で職員１０人の給料、手当、法定福利費を増

額補正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○上水道課長（四元新一）それでは、上水道課

の補正予算について説明いたしますので、予算に

関する説明書（第８回補正）の２３ページをお開

きください。 

 ４款３項１目水道費５８万５,０００円の増額は、

右側説明欄のとおり、簡易水道事業特別会計及び

温泉給湯事業特別会計への繰出金でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第６１号一般会計補正予算の審査

を一時中止します。 

────────────── 

△平成２８年度予算の審査 

○委員長（宮里兼実）次に、平成２８年度予算

の審査を行います。 

まず、予算の概要について、局長に説明を求め

ます。 

○水道局長（落合正浩）おはようございます。

まずはおわび申し上げます。 

 このたび体が弱いせいで、インフルエンザのＡ

にかかってしまいまして、日程調整をお願いいた

しました。泊建設部長はＢ型だったということで、

お互いに濃厚接触した関係でこうなったのかなと

考えておりますが、御迷惑をおかけしました。 

 まず、１月２４日、２５日の大雪に対します市

内各地での１,０００件を超える給水管の凍結、漏

水がありましたが、これにつきましては、漏水し

た水道料金につきましては減額しております。 
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 また、これに伴います下水道料金につきまして

も、減額いたしております。 

 水道局につきましては、昨年末に東郷支所から

原田町の旧消防庁舎に引っ越しをいたしましたが、

早速１４日の日は委員の皆様、御視察いただいた

そうでありがとうございました。立ち会えずに申

しわけございませんでした。 

 いよいよ来月からは、上下水道事業及び温泉給

湯事業の窓口業務等の業務委託をいたすこととい

たしまして、株式会社ＮＪＳ・Ｅ＆Ｍと５年間の

契約が整っております。 

 現在、業者負担で職員が研修中でございまして、

４月１日にはお客様センター等を開設する予定で

ございます。委員の皆様方にも御案内しておりま

すが、お忙しいとは思いますけれども、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、水道局各会計の平成２８年度当初予

算概要について御説明いたします。 

 まず、水道管理課、上水道課でございますが、

一般会計のほか２特別会計と公営企業・水道事業

会計がございます。 

 平成２８年度の特色といたしましては、本土地

域の簡易水道事業を水道事業に統合したことから、

簡易水道事業及び水道事業の予算額が大きく増減

しております。特に水道事業では、今後１０年間

に耐震対策及び老朽管布設がえ等を計画している

ことから、平成２８年度本年度から７億

５,０００万円の建設改良工事を実施していくこと

としております。 

 詳細につきましては、各課長が説明いたします

ので、よろしくお願いいたします。終わります。 

────────────── 

△議案第７１号 平成２８年度薩摩川内市

簡易水道事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第７１号平成

２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別会計予算を

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

７１号平成２８年度薩摩川内市簡易水道事業特別

会計予算について、水道管理課分について御説明

をいたします。 

 説明は、予算調書で説明をいたしますので、予

算調書の２７２ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費の水道管理課分は、事

項、一般管理費の２,０９７万３,０００円で、上

甑島・下甑島簡易水道の業務、営業に要する経費

であります。 

 歳出の主なものについては、右側に記載してご

ざいますが、検針業務委託、消費税等を計上をし

ております。 

 続きまして、下段の表、３款１項１目元金、事

項、長期債償還元金８,２０４万９,０００円を計

上をしております。 

 次のページ・２７３ページ、２目利子、事項、

長期債償還利子１,７９８万５,０００円を計上を

しております。 

 次の５款１項１目、事項、予備費として

１００万円を計上をしております。 

 以上が水道管理課分の歳出でございます。 

○上水道課長（四元新一）引き続き、上水道課

分の歳出について説明いたしますので、予算調書

の２７４ページをごらんください。 

 １款１項１目一般管理費１億３ ,９２２万

３,０００円は、上甑島及び下甑島簡易水道施設の

維持管理等に係る経費でございます。 

 経費の主なものは、下甑の水道事業作業嘱託員

一人と職員７人分の人件費のほか、水道法に基づ

く毎日検査に伴う休日水質検査業務や、各施設の

管理及び電気設備保安管理業務等の委託料と平良

水源地発電機取りかえや、長浜浄水場等のろ過器

ろ過材入れかえに伴う工事請負費でございます。

そのほか水質検査手数料や施設管理に必要な光熱

水費、漏水等の修繕料も計上しております。 

 次に、２款１項１目上甑島簡易水道建設事業費

５,７６０万円は、上甑島簡易水道の施設整備にか

かわる経費で、里地区遠方監視整備事業及び中甑

地区水源開発整備に伴う委託料と工事請負費が主

なものでございます。 

 ここで、概要について説明いたしますので、別

冊になっております委員会資料のほうをごらんく

ださい。委員会資料のまず１ページをお開きくだ

さい。 

 里地区の遠方監視整備につきましては、平成

２７年度から平成３０年度までの４カ年事業とし

て計画しており、平成２８年度は木ノ口配水池に

配水流量計や残留塩素計の設置と、あわせて信号

伝送装置を設置するほか、里支所内に中央監視装

置を設置する計画となっております。 



－5－ 

 

 図面上で木ノ口配水池が上のほうにあります。

そこに赤文字で３項目書いてございます。里支所

のほうが右側にありますが、そこに遠方監視の親

局を設置するという形の計画となっているところ

でございます。 

 次に、２ページをごらんください。 

 中甑地区の水源開発事業でございますが、これ

まで平良地区では安定水源がなく、渇水期等にお

ける水不足を解消するため、連絡管整備を行い、

応援給水等により対応してまいりましたが、県が

施行した平良トンネルから豊富な湧水があり、平

成２４年７月より水量調査や水質検査等実施して

まいりましたが、水源として安定した水量、水質

であることが確認できたため、平成２８年度に整

備するものでございます。 

 着水槽の築造と約２００メートルの導水管布設

を計画しているところでございます。着水槽が四

角で囲んであるちっちゃいところがありますが、

そこに着水槽をつくりまして、それから赤線でず

っと平良ポンプ室まで約２００メートルの導水管

を計画しているところでございます。 

 次に、済いません、もう１回予算調書に戻って

いただいて、２７５ページをお開きください。 

 ２款１項１目下甑島簡易水道建設事業費

５,３１５万円は、下甑島簡易水道の施設整備に係

る経費で、鹿島地区の老朽管布設がえに伴う委託

料と工事請負費が主なものでございます。 

 また、別冊の委員会の資料の３ページをごらん

ください。 

 鹿島地区の老朽管布設がえは、平成２６年度か

ら平成２８年度までの３カ年計画で実施しており

まして、平成２８年度は最終年度ということにな

っております。図面の赤線部分１,５８５メートル

の配水管布設がえ工事を計画しているところでご

ざいます。 

 ここで、地方債について説明いたしますので、

予算に関する説明書の１６３ページをお開きくだ

さい。 

 第２表の限度額２,６１０万円は、鹿島簡易水道

整備事業の実施に伴い設定するものでございます。 

 以上で、上水道課の歳出の説明を終わります。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、簡易水

道の歳入について御説明をいたします。 

 同じく予算調書の２７０ページをお開きくださ

い。 

 １ 款 １ 項 １ 目 水 道 使 用 料 ９ , ９ ５ ６ 万

９,０００円は、上甑島・下甑島簡易水道の給水使

用料等でございます。 

 ３款１項１目簡易水道事業補助金２,６１７万

５,０００円は、下甑島簡易水道建設事業にかかわ

る国庫補助金でございます。 

 ４款１項１目簡易水道事業補助金４,０７２万円

は、上甑島簡易水道の水源開発及び遠方監視施設

整備事業に伴う電源立地地域対策交付金でござい

ます。 

 ６款１項１目一般会計繰入金１億６,８４３万

２,０００円は、一般会計からの財政援助分でござ

います。 

 次に、２７１ページになります。 

 ７款１項１目繰越金１,０００万円は、平成

２７年度繰越金の見込み額を計上しております。 

 ９款１項１目市債２,６１０万円は、下甑島簡易

水道建設事業にかかわる市債でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（谷津由尚）３点質問します。 

 まず、上・下甑の簡易水道事業の長期債の金額

が今幾らあるのかというのが一つ目です。 

 二つ目が、元金償還にかかわる今後の考え方と

償還利子に対する今後の考え方について、ちょっ

と答弁をお願いします。これが２点目です。 

 ３点目は、今ほど説明のありました中甑地区の

簡易水道の平良第３トンネルからの湧水を今後使

うという、大変いいことなんですけど。これにつ

いて賄える量というのはどのぐらいあるのかをち

ょっと３点目の質問とします。 

 以上です。 

○水道管理課長（元石功一）長期債の残高につ

いての、まず第１点目の御質問です。 

 平成２７年度末で甑地域の未償還の残高、これ

が９億５,０３２万７，０００円ほどになります。 

（次ページの発言により訂正済み）あと償還関係

の考え方ということでお尋ねです。 

 今回、事業統合で本土分の簡易水道がなくなり、

甑島だけの簡易水道になったわけですが、収入が

９,０００万、１億ないぐらいです。当然、一般会

計からの応援をいただかないと甑島の簡易水道は
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運営ができないということになります。元利償還

金については、繰出基準に基づき一般会計からの

繰り入れをしていただくということになります。 

 以上でございます。 

○上水道課長（四元新一）３点目の中甑の平良

トンネル関係ですが、ここは、湧水としましては、

日１６８トン湧水があると。安定した水量です。

中甑地区の簡易水道の１日最大給水量の量から比

べれば、約３割程度の水量を賄えるほどの量があ

るということでございます。 

 以上です。 

○水道管理課長（元石功一）済いません、先ほ

どの起債の残高、８億と言いましたが、済いませ

ん、簡易水道の予算書の１８３ページのほうに残

高の記載がございました。９億５ ,０３２万

７,０００円ということで訂正方をお願いします。 

（前ページで訂正済み） 

○委員（谷津由尚）この元利償還については、

一般会計から元利償還分を繰り入れていくという、

それしかないと思うんですけど。それで長期債に

ついては少しずつ減らしていくということを基本

に、今のところはもうやっていかれるしかないと

思うんですけど、その認識でよろしいかをまず

１点目です。 

 ２点目が、この中甑の第３トンネルからの湧水

が全体の３０％を占めるとおっしゃいましたけど、

その分はおいしい水を飲んでいただく、非常にい

いことなんですけど。その３０％の湧水を使える

ことで、例えば今平良ポンプの動力費が少し安く

なるとか、安くはならんか。例えば何か経済的な

効果という、経費的な効果というのがもしあれば、

それをちょっと教えていただきたいと思います。 

○水道管理課長（元石功一）甑島の長期債の今

後の考え方ですが、委員がおっしゃるとおり、残

高を少しでも少なくなるそういった方策で行きた

いと思いますが。甑島の整備については、国県補

助金を財源としながら、また起債も財源という形

になっていきますので、一挙にはなかなか残高を

減らしていくということにはできないと思います

が、減らす方向で運営をしていきたいというふう

に考えております。 

○上水道課長（四元新一）中甑のトンネルの湧

水を利用することで経済的なちゅうか、質問でし

たが、これは着水槽をつくって、平良ポンプ室ま

では自然流下で行きますので、今以上の経費はま

ずかからないと。しかし、これですることによっ

て経費削減ができると言われますと、まずそれは

ないです。 

 一番何がメリットかといいますと、御承知のと

おり、甑島の水源というのはたくさん水源があり

まして、湧水とかいろんな谷川（だいご）、そう

いった水源がございますが、このトンネルの湧水

というのは、もう常にある一定量出ていますので、

安定水源が確保できるというのが最大のメリット

と考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかにあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第７２号 平成２８年度薩摩川内市

温泉給湯事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第７２号平成

２８年度薩摩川内市温泉給湯事業特別会計予算を

議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

７２号平成２８年度薩摩川内市温泉給湯事業特別

会計予算について、水道管理課分について御説明

をいたします。 

 同じく、予算調書で説明をいたしますので、予

算調書の２７８ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費の水道管理費は、

５５０万２,０００円でございます。４月１日から

業務開始するお客様センターにかかわる委託料等
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を計上をしております。 

 次に、５款１項１目予備費１００万円を計上を

しております。 

 以上でございます。 

○上水道課長（四元新一）引き続き、上水道課

分の歳出について説明いたしますので、予算調書

の２７９ページをお開きください。 

 １ 款 １ 項 １ 目 温 泉 管 理 費 ８ , ２ ８ ３ 万

８,０００円は、樋脇、入来、祁答院地域の温泉給

湯事業の運営及び施設の維持管理に係る経費でご

ざいます。 

 経費の主なものは、温泉事業運営審議会委員

１２人と、入来温泉湯之山館の公衆浴場施設管理

嘱託員３人分の報酬及び職員一人分の人件費のほ

か、配湯管洗管業務や浄化槽点検業務等の委託料、

市比野地区配湯管の老朽管更新及び湯之山館の湯

冷まし槽設置等の工事請負費でございます。その

ほか、入来温泉湯之山館の営業に伴います消耗品

や光熱水費、また、漏湯ポンプ入れかえ等に対応

するための施設修繕料も計上しているところでご

ざいます。 

 以上で、上水道課分の歳出の説明を終わります。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、引き続

き歳入の説明をいたしますので、予算調書の

２７６ページをお開きください。 

 １款１項２目分湯使用料は、樋脇、入来、祁答

院３地域分で３,１０１万３,０００円を計上をし

ております。 

 ３款１項１目一般会計繰入金２ ,８５７万

１,０００円は、一般会計からの財政援助分でござ

います。 

 ４款１項１目繰越金１００万円は、前年度繰越

金の見込み額を計上しております。 

 ５款３項１目雑入は、原子力立地給付金を計上

しております。 

 ２７７ページをお開きください。公衆浴場の湯

之山館にかかわる歳入でございます。 

 １款１項１目温泉使用料は、２ ,７１０万

３,０００円を計上しております。 

 ２款１項１目財産貸付収入は、自動販売機にか

かわる土地貸付収入、５款３項１目雑入５９万

７,０００円は、公衆浴場の物品販売収入、原子力

立地給付金等を計上しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（谷津由尚）１点、入来町の湯之山館が

オープンして今１年になっているんですけど、平

成２８年度で何人を予想されておられるのか、温

泉利用のお客さんを、それについてちょっと、で

きれば平成２７年度の実績も踏まえて、それがあ

ってこんだけを見込んでるというふうにおっしゃ

っていただければ助かります。 

○上水道課長（四元新一）湯之山館につきまし

ては、昨年４月４日にオープンしたわけですが、

当初予算措置をする上で、利用客が約１３万人利

用していただけるということで、一応全ての予算

書を作成しております。 

 現在、２月までの実績といたしまして、１１万

５,０００人程度来館、利用いただいております。

３月まで含めますと、約１２万６,０００人ぐらい

になるんですけど、御承知のとおり、夏の台風

１５号、あと先般の寒波の関係で１０日ほど休館

しております。これらを考えますと、当初想定し

たとおり、約１３万人程度の利用客が実績で見込

めるんだろうと思います。 

 それに伴いまして、料金関係も当初２,７８０万

程度の予算を見込み、利用ですね、収入見込みで

したが。現在、２月末現在で２,６８０万程度上が

っております。３月分まで見込みますと、

２,９００万を若干超える程度の収入見込みとなっ

ておりますので、当初想定したとおりの大体利用

客あるいは収入だと考えておるところでございま

す。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。こ

れ所管事務の質問かもしれませんが、ほとんど地

元の方という認識でよろしいですか。 

○上水道課長（四元新一）地元の方が当然、月

極券であったりとか、回数券であったりとか買わ

れているのは多いし、利用者も地元の方多いです

けど、結構、市外の方が多いです。姶良方面であ

ったりとか、さつま町、あと伊佐方面とか、あと

鹿児島市内とか、いろんなところから来館されて

いますので。結構、利用－地元だけじゃなくて、

遠方の方も利用、されているということで、評判

も遠方の方の話にありますのは、割安でこんだけ

の施設であればということでいい評判をいただい

ているところでございます。 
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 以上です。 

○委員（新原春二）同じ湯之山館で温度を下げ

る施設がありますよね、別棟になって、竹を敷い

て、温度を下げる部分なんですけども。これ今何

か工事、またやりかえるちゅうことで今説明を受

けたんですけども、この工事内容を１点と。 

 それからもう一つは、市比野の配湯管の布設管

の取りかえ工事をやるということで、予算が

２,２００万ほど組んであるんですけども、この市

比野の配湯管の将来展望、どのくらいの期間でど

ういう計画で配湯管が取りかえをされていくのか。

永久的にちゅうことないでしょうけども、そこら

辺の見込みというのが立っていたら、ちょっと教

えてください。 

○上水道課長（四元新一）まず１点目、湯之山

館の湯雨竹の件だと思います。実際、今の湯雨竹

につきましては、源泉かけ流しということで、そ

こで温度を下げて、今利用していただいている状

況ですが。一つは、欠点がございまして、泉源と

いいますか、お湯が空気に触れることで管の中が

閉塞すると。泉源が泉質を調べてもらったら炭酸

カルシウムということなんですが、炭酸カルシウ

ムの、それにあとマンガンと鉄分というのが若干

含まれていまして、それが空気に触れることで固

まってしまうということですね。 

 管の閉塞が結構頻繁に起こるものですから、今、

湯雨竹があるところからは浴槽まで管でずっと引

いているんですけど、そこが閉塞して、その洗管

作業を３カ月、４カ月に一遍はしないと、どうし

てももうお湯の量がもう少なくなって、最終的に

は出なくなるということになるんですので。ちょ

っと見えるかわかりませんけど、これが普通の管

なんですけど、だんだん経過するごとに閉塞して

きまして、こういった形で動脈硬化を起こしてく

ると、管がですね。いうことになっておりまして、

これじゃちょっと今後の指定管理とか、あるいは

譲与まで見込んだときに維持管理が到底難しいだ

ろうということで、こういったのがあったもんで

すから、湯雨竹をできるだけ近くに、浴槽の近く

に持っていって、そこからもうできるだけ短いス

パンで浴槽に入れてやると、その管も容易に取り

かえができるように、そういった含みを持った湯

冷まし棟を今回設置しようという計画で今予算計

上させていただいているところでございます。 

 今のところで今の状態でやったら、もう確実に

３カ月、４カ月に一遍は管の洗浄をすると。その

洗浄に対しても、５０万、６０万がかかる状況に

なります。専門業者を入れないと、どうしてもこ

んだけの管はなかなかもとに戻りませんので。そ

ういった形で、新しい施設でなかなかこういうの

もちょっと予算計上するのもどうかなということ

もあったんですけど、いろいろ議論した中で、最

終的には全体的なライフサイクルコストを考えた

ときに、今の段階でして、あと指定管理なり譲与

ですね、それに向けた形できちんと施設の整備を

したほうがいいだろうということで、今回計上さ

せていただいたところでございます。 

 もう一点だけ、済いません。市比野の配湯管の

老朽化に伴います布設がえの件ですが、ことしは

この工事請負費の中の８５０万円を一応老朽管の

布設がえということで計上させていただいており

ます。約２００メートル程度ということで計上さ

せていただいております。 

 今後も、配湯管につきましても、水道管と一緒

でやっぱり老朽化がもう進んでいる状況でござい

ます。漏湯とかそういった布設年度の古いものか

ら計画的に布設がえを行っていくという計画とし

ております。何年度までということは今のとこち

ょっとお答えできませんが、きちんとそこは計画

しながら、とにかく一番優先すべきは漏湯が多い

路線というのがありますので、そこらをやっぱり

優先的にして、今後につきましては、水道管と一

緒でもう経過年数、耐用年数を過ぎた分について

は、計画的にずっと布設がえをしていくという考

えでいるところでございます。 

○委員（新原春二）そして、湯之山館の施設を

今のやつについては、もう取り壊しをして、新た

に湯舟の近くに新しくつくり変えるちゅうことで

すかね。非常に当初の設計からすれば、ミスとい

いますか、そこまで想定できなかったということ

であるんですよね。当然つけかえをせないけない

んだろうと思いますけども、そこら辺はもうちょ

っとオープンにしてもらったほうがいいのかな。

我々も今初めて聞いた話で、そういう実態があっ

たというのは知りませんでしたので、そういうの

をきちんと前もって、予算を計上する前にも、こ

ういう事態がありますよちゅうことについては、

前もってお聞かせいただければよかったのかなと

思います。 

 それから、配湯管の取りかえについては、今



－9－ 

 

２００メートルを今回やるということで、総延長

どのくらいで、年次的にどのくらいの管を変えて

いくのか。そうしないと、やっぱり今、湯之山館

のそれと一緒で、硫黄分を含んでおれば、スケー

ルはたまっていくわけですよね、もう水道管と一

緒で。恐らくそうだと思うんですけども、そうい

う意味では、水道管とはちょっと取りかえが工期

がちょっと早くなっていくのかなあと私は思って

いるんですけども、そこら辺の年次的な、長期的

な計画というのは立ててあるわけでしょうけども、

そこら辺ちょっとお知らせください。 

○上水道課長（四元新一）湯之山館の今の湯冷

まし棟といいますか、湯雨竹の取り壊し、あるい

は移設につきましては、事前に委員の皆様に現状

を報告しながら、こういう計画であるということ

を事前にしとけばよかったというふうに今おっし

ゃるとおり、そういうのはちょっと配慮が足りな

かったということはおわびいたします。 

 また、市比野の配湯管につきましては、市比野

の泉源につきましては、そういったスケール等の

おそれはございません。空気に触れることもなく、

していますので、その後、計画につきましては、

今明確な何年度にどこどこちゅうのはまだ設定は

していないところでございますが。今、漏湯であ

ったりとか、あるいはもう古い管ですね、そうい

ったところを今後しっかりとそういった計画をつ

くって、計画的な布設がえを実施していきたいと

いうふうに思っております。 

 なかなか、旧町から引き継いだものにつきまし

て、施設台帳とか、いろんなそういった施設台帳

がないものですから、まず全体をしっかりと把握

した中での計画というふうになろうかと思います。 

 布設年度とかそういったのもなかなか明確にさ

れておりませんので、その辺を整理しないことに

はきっちりした計画はできないということで、そ

れで現在はそういった漏湯が多いところとか、ど

うしても布設がえが必要であろうというところを

計画的にやっているところでございますので、今

後はきっちりとした年次計画を立てて予算の平準

化とか、その辺まで含めてしっかりとやっていき

たいと考えております。 

○委員（新原春二）湯之山館は一応そういうこ

とで、ぜひ新たにして事故のないように、休館に

ならないように、ぜひ、していただきたいと思い

ます。 

 それから、市比野の配湯管の管図が全然ないと

いうことは、非常に問題だと思いますので、計画

が立たないですよね、それじゃね。だから、そう

いう面ではそこら辺のまず配管図をきちんと整理

をされて、後に残していかないと、今までのよう

になっていきますので、ぜひその点について予算

を組んで、配湯管の配置図、配管図、そういうの

をぜひ作成をして後に残していただきたいという

ことを要望しておきます。 

○委員（川畑善照）期間的に短い間にそういう

ことが起こったということがあるわけですが、今

後の展望として、指定管理者制度とか、あるいは

最終的に傾いてきたときに無償譲渡とか出てくる

んですが。総合的に今後の指定管理のあり方ちゅ

うのをどのように、特に温泉給湯部関係は専門家

でないと大変厳しいんじゃないかと思うんですが、

そういうことをどのように考えていらっしゃるか

ということをちょっとお尋ねしたい。 

○上水道課長（四元新一）湯之山館につきまし

ては、水道局の考えといたしましては、まず、初

年度平成２７年度は、実績をしっかりと見て、今

後の維持管理のことをしっかり考慮した上で指定

管理に出すという考えでおりまして、平成２８年

度中に一応指定管理に出したいという、その手続

を踏みたいというふうに考えております。 

 一つは、温泉施設というのは、かなり地元に密

着した施設ではございますので、地元コミュニテ

ィ等も、もし指定管理にできるようにあればぜひ

やりたいと。地域の活性化にそこを起点としてや

りたいということで、もう話もいただいておりま

して、その辺、着々と地区区民のほうも準備を進

められているところでございます。 

 水道局としましても、本来、先般もありました

ように、こういったものについては、完全に公募

をして、ちゃんと指定管理者を決めるということ

になりますが、そこら辺の整理をしっかりとして、

地元のほうで公募に対応できるような形でしっか

りと組織づくりもするという形で今進められてお

ります。それらを見ながら、今後我々もどういっ

た形がいいのか、選定についてですね、そこも一

応検討はしていきたいと思いますが、平成２８年

度中に指定管理先を決定して、平成２９年度から

もう指定管理に出そうという考えで今事務を進め

ているところでございます。 

○委員（川畑善照）確かに今言われるとおり、
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地元がいろんな特産品やら販売するにも、地区コ

ミの方々が一生懸命取り組まれたほうがいいんじ

ゃないかと思うんですが、将来的展望を考えたと

きに、もうあちこちが、もう指定管理が受け手が

ないから無償譲渡とかそういう状況が出てくる時

期ちゅうのは、長期的な展望からいけばあり得る

わけですよね。 

 ですから、極力そういうところを十分検討され

て、全体的に給湯関係が、市内にある給湯関係が

悪くなってからは条件が悪くなると思いますので、

そういうことも考えて、今後取り組んでいかれた

ほうがいいんじゃないかと、一応意見を申し上げ

ておきます。 

○上水道課長（四元新一）今、川畑委員からの

御意見は十分考慮して、今後進めてまいりたいと

思います。ありがとうございます。 

○委員長（宮里兼実）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第８４号 平成２８年度薩摩川内市

水道事業会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第８４号平成

２８年度薩摩川内市水道事業会計予算を議題とし

ます。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

８４号平成２８年度薩摩川内市水道事業会計予算

について説明をいたします。 

 別冊となっております水道事業会計予算書の

４ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出になりますが、収入

では、事業収益を１８億１,８０２万９,０００円

とし、水道料金、給水負担金と営業収益と一般会

計補助金、長期前受金戻入、資本費繰入収入と営

業外収益を計上をしております。 

 次に、５ページになります。５ページから支出

になります。 

 １款水道事業費用で１５億９ ,７３３万

１,０００円を計上しております。内訳といたしま

して、１項営業費用として、１目原水及び浄水費

に浄水場、各水源地にかかわる維持管理費用、以

下、配水及び給水費に配水管や給水管の維持管理

費用、総係費にその他の管理経費全般を、最後に

減価償却費、資産減耗費を計上をしております。 

 ２項営業外費用として支払利息等を計上し、

３項特別損失として過年度水道料金還付金、最後

に予備費を計上しております。 

 収入合計で１８億１,８０２万９,０００円、支

出合計で１５億９,７３３万１,０００円を計上し

ております。 

 続きまして、投資的経費の資本的収入及び支出

について説明をいたします。 

 まず、収入になります。企業債、工事負担金を

計上し、収入合計３億４,９１０万円計上しており

ます。 

 続きまして、支出になります。１款資本的支出

１項建設改良費では、１目改良費に水道施設にか

かわる新設改良費を、２目メーター購入費に新設

水道メーター購入費を、３目固定資産購入費にポ

ンプ公用車購入費を計上をしております。 

 ２項企業債償還金として４億１ ,１８５万

４,０００円を計上をしております。 

 以上、支出合計１２億２,６７５万２,０００円

となります。支出に対し収入が不足する額８億

７,７６５万２,０００円については、予算第４条

に定めた減債積立金、過年度分損益勘定留保資金

等の財源で補填をするものでございます。 

 次に、７ページになります。キャッシュフロー

計算書でございます。 

 １、業務活動によるキャッシュフローは、収益

的収入にかかわる現金の収支でございます。２、

投資活動、３、財務活動によるキャッシュフロー

は、資本的収入及び支出にかかわる現金収支でご

ざいます。１年間の現金収支として、５億

８,９３０万円の現金残高になる予定としておりま
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す。 

 ８ページから１３ページまでが職員給与費にな

ります。 

 １４ページをお願いします。債務負担行為に関

する調書でございますが、丸山浄水場運転管理等

業務委託、それから水道事業窓口等関連業務委託

の債務負担行為に関する調書でございます。 

 １５ページから１８ページが平成２８年度の予

定貸借対照表でございます。 

 １９ページから２４ページが平成２７年度の損

益計算書及び予定貸借対照表でございます。 

 ２５ページから２６ページが注記項目。 

 ２７ページから３３ページまでが参考資料とな

っております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○上水道課長（四元新一）引き続き、水道事業

の改良事業の主要事業について説明いたしますの

で、別冊となっております、ピンクの表紙の平成

２８年度水道局当初予算資料の１ページをお開き

ください。 

 既に委員の皆様も御承知のとおり、平成２８年

度より水道施設事業計画に基づき、年間７億

５,０００万円の事業費を投じて施設の計画的な更

新や、基幹施設の耐震化等を図ってまいりますが、

相当な業務量が予想されるため、我々職員も気を

引き締めて一丸となって効率的な執行に努めたい

と考えております。 

 それでは、平成２８年度の事業内容について地

域別に説明いたします。 

 まず、川内地域ですが、上から水利権更新申請

書作成業務委託は、川内川の水利権が平成２９年

３月３１日で切れるため、平成２８年度中に更新

手続をするための申請書を作成するものでござい

ます。 

 施設耐震診断業務委託は、港配水池の耐震診断

を行うもの。導送水管布設がえ工事は、永利第

１水源導水管ほか４路線の基幹管路１,４９０メー

トルを耐震管に布設がえするもの。配水管布設が

え工事は、市道別府若宮線ほか３路線の老朽管

１,４１０メートルを布設がえするもの。連絡管布

設がえ工事は、事業統合にあわせて上水道区域の

宮里地区と簡易水道区域の高江地区を結ぶ配水管

を整備するもの。施設更新工事は、丸山浄水場計

装設備の老朽化に伴い設備の更新をするもの。芸

ノ尾配水池緊急遮断弁設置工事は、災害等により

異常流量が発生したとき、即座に感知して配水を

ストップさせる装置を芸ノ尾配水池に設置するも

の。 

 次に、樋脇地域ですが、施設耐震診断業務委託

は中央、宇都、新開の３カ所の配水池の耐震診断

を行うもの。導送水管布設がえ工事は、市道中島

西之原線の基幹管路８００メートルを耐震管に布

設がえするもの。配水管布設がえ工事は、市道温

泉場北側線ほか３路線の老朽管及び漏水多発箇所

３,０５０メートルを布設がえするもの。配水管布

設がえ工事－新設となっておりますが、樋脇小

学校付近に一部未配管区間があるため、県道市比

野東郷線に新たに６４０メートルの配水管を布設

するもの。 

 次に、入来地域ですが、施設耐震診断業務委託

は、盛水第１と第２、２カ所の配水池の耐震診断

を行うもの。配水管布設がえ工事は、民有地内に

ある配水管５００メートルを国道３２８号に布設

がえするもの。施設整備工事は、大馬越中継ポン

プ場等に遠方監視のための設備を整備するもの。 

 次に、東郷地域ですが、施設整備工事は、藤川

の戸屋川浄水場廃止に向けた施設整備の一環で中

継ポンプ場を設置するもの。 

 次に、祁答院地域ですが、施設整備業務委託

２件は、黒木浦浄水場の施設整備のための実施設

計及び地質調査を行うもの。導・送水管布設がえ

工事は、下手水源地から送水管３６０メートルを

耐震管に布設がえするもの。配水管布設がえ工事

は、市道大村線の橋梁添架部３０メートルを布設

がえするもの。施設更新工事は、黒木浦浄水場の

前処理機や医薬品注入設備等を設置するもの。 

 以上が各地域別の計画でございますが、このほ

か、それぞれに区画整理や道路工事等に対応する

ための負担金工事と材料支出工事を、これまでの

実績等により見込みで計上しているところでござ

います。 

 以上で、水道事業の改良事業内訳についての説

明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

○委員（谷津由尚）１点、先日新しい水道局さ

んの庁舎を見学させていただきまして、資材品置

き場も見学させていただきまして、いろんな継ぎ
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手とかいろんなものが在庫で約１,０００万円程度

分ぐらいあるということだったんですが。ポンプ

とかそういうものはなかったんですけど、やっぱ

り動力を発するものというのは在庫では持たない

という、何か問題があってからすぐに発注しても

間に合わないと思うんですけど、予備はどこか別

の場所にあるんですか。在庫のあり方ですね、ち

ょっと教えてください。 

○上水道課長（四元新一）水中ポンプ等の汎

用─共用して使えるというか、汎用的なやつの

水中ポンプにつきましては、予備ポンプが必要な

ところは予備ポンプを準備しております。 

 あそこでの在庫管理とはなっておりませんが、

予備ポンプのほうを準備をしております。何台か

あって、交互運転とか、そういった１台が故障し

ても、もう１台のほうで対応できるというのは、

そういったその都度購入という形にしております。

どうしても１台とまったら、だめとなった場合は、

予備ポンプのほう一応準備をしているところもご

ざいます。 

 全てにおいて予備が今そろっているというわけ

ではございません。やっぱりもう長くこうしてお

りますと、劣化していきますので、そこら辺は考

えながら、そこの予備ポンプについては一応対応

しているところでございます。 

 以上です。 

○委員（谷津由尚）ありがとうございます。今

の説明ありましたように、本年度から７億

５,０００万ほどの事業やっていかれるわけですけ

ど、それに対する資材品とか在庫というのは、そ

れに応じてふやされていくわけですか、そこの考

え方についてちょっと答弁お願いします。 

○上水道課長（四元新一）今からやっていく事

業につきましては、布設がえとか、古いものを新

しくしていきますので、逆に在庫は減らしていく

方向になってくると思われます。 

 そんなに極端に減るわけじゃないですけど、当

然新しく変えていきますので、今ある古いものの

リスクは減ってくるわけですので。それに対応す

る資材、ストック材ですね、そういったものは当

然個数は減ってきたりとかという形になってくる

と思う。漏水の件数も当然減ってくるわけですよ

ね、布設がえをしていくことによりまして。 

 だから、今の在庫管理をしています資産はほと

んど漏水対応等の資材ですので、それらのリスク

は、当然更新をしていけば減っていきますので、

在庫的には少しずつでも減っていかなければおか

しいんではないかというふうに考えておりますの

で、まずふえることはないと思われます。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。ほかにあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第７０号平成２８年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）それでは、議案第

７０号平成２８年度薩摩川内市一般会計予算のう

ち、水道管理課分について説明をいたします。 

 予算調書の２６１ページをお開きください。 

 ４款３項１目水道費、事項、簡易水道事業費

１億６,８４３万２,０００円は、簡易水道事業特

別会計への繰出金であります。同じく下段の表、

事項、温泉給湯事業費で、同会計への繰出金

２,８５７万１,０００円でございます。 

 次の２６２ページになります。 

 １３款２項１目公営企業費６ ,１９１万

５,０００円は、水道事業会計への繰出金を計上し

たもので、経費の主なものについては、右側調書

記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 
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○上水道課長（四元新一）引き続き、上水道課

分の歳出について説明いたします。 

 同じく２６３ページをお開きください。 

 ２款１項５目財産一般管理費２９万１,０００円

は、旧工業用水施設の維持管理等に係る経費で、

施設内の草刈り業務や浄化槽の点検業務委託等が

主な経費でございます。 

 次に、歳入について説明いたしますので、前に

返っていただき、７５ページをお開きください。 

 １７款１項１目財産貸付収入、予算額

６,０００円は、管理施設内にある電柱等の貸付料

でございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 ここで、議案第７０号に係る審査を一時中止し

ます。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局に説明を求めます。 

○水道管理課長（元石功一）この前、水道局の

視察をしていただきましたが、４月１日にお客様

センターを開設をいたします。委員の皆様には開

所式の御案内をしておりますが、皆さん、ぜひ御

出席のほうよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これを含めて、これより所管事務全

般について質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（大田黒 博）黒木温泉の件でございま

す。 

 一応、ポンプの故障ということで、当局ででき

る範囲のもので原因を突きとめていただいて、そ

れぞれの住民に説明があったと思っております。 

 それで、その中で今回ポンプの交換があって、

もうこれ以上ポンプ交換と、故障あったときには

閉鎖という方向のものが示されたということで、

私のところとかいろんな方々が危惧されて、今回

のやり方は私も納得はしているんですけれども。

私のところに問い合わせがあったものが、本当に

原因の究明をされたのかということを言われて、

もうちょっと詳しく確認されたりする方があそこ

に何名かおられます。その方々が納得はしておら

れないのかなと思ったりもしますけれども、いろ

んな形で当局の課長を中心に把握はされていると

思うんですけれども、泉源があそこから約

３００メーターぐらいありますよね。 

 それを一旦、トランス－それぞれポンプがあ

るところからトランス、までを引いて、電気系統

とか、そういうものが実際距離があったりするも

のにおいて、昨年８月の１５号の台風のときに、

やはり停電とかあった関係で、ポンプ等がいかれ

たという判断をされたものを含めて、泉質でポン

プが傷んでないかと私は質問したんですけど、そ

れも調べていただきました。 

 ただ、皆さん方は説明責任として、もう少し距

離的なもののそういう、トランスあるいは距離的

なものを含めて調査をしてもらえないかというこ

とと、あと施設の中の水を温めて、お湯にして、

泉質のものは少し湯舟につけて、あとは洗い場に

おいては、給湯庫ですかね、温めたものを使うと

いう、苦慮されたものを複雑なもので使用されて

いるんですけども。そこに少し今はやりの給湯施

設、給湯庫的な－家庭用のですよ、そういうも

のを施設的なものに充てられないとか。そういう

意見が研究してもらいたいというのを含めて、も

う少し持続性のある検討はできないのかというこ

とを私に投げかけられたんですけど。それは皆さ

ん方に少し研究といいますか、そういう持続性を

含めて、持続性があるがために、希望があるがた

めにそういうものの確認でしょうから、そういう

のをお願いしとってくれということでしたので、

ポンプがそれぞれのもので、何で１年半から２年

でポンプがだめになるのか。 

 大村温泉にしては、七、八年たってもまだどう

もないというものが、どうも皆さん、疑問を感じ

ておられる、そこには私も言えないところであり

ますけれども、そうなんですよねというのは確か

なんですけども、皆さん方もそう思っておられる

んじゃないだろうかなと。その原因は何なのかな

と思ったときに、そういう確認していただいて、
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今言ったことを確認していただくなり、また、定

期的に説明をしていただければありがたいなとい

うことでございますけれども、どんな配慮ちゅう

か、お考えでしょうか。 

○上水道課長（四元新一）黒木温泉につきまし

ては、今委員が言われたような経緯で今まで地元

にも説明してまいりまして、今度、４月からは無

償貸し付けという形で地元の方が運営をされると

いうことで、我々も今年度中に貸し付け前にでき

る修繕等につきましては、きちんとやろうという

ことで、ポーチの雨漏りの修繕であったりとか、

もうちょっと上のほうのシャワーなんかに使うポ

ンプの取りかえであったりとか、できる分につい

ては一応今年度で済ませました。 

 あとは、貸し付けという形になりますので、ポ

ンプがもうだめになったら、先ほど言われたよう

に、ちょっともう廃止ということで一応お願いは

しております。 

 コミュニティの会長さんも、当然、運営も厳し

いだろうから地元としてもそういった運営につい

てはもう協力すると、それで、利用者をふやす、

そういった工面とか、地元としても本当協力をす

るから、温かく今後も見守ってほしいというよう

な形で我々も言われておりますので。いろいろな

問題が生じた場合は、はねつけるんではなくて、

きちんと協議のテーブルにのって、いろいろと協

議はしてまいりたいと考えております。 

 だから、あとのポンプのだめになったというの

は、電気系統についてもきちんと専門業者のほう

にも調べてもらっております。ポンプにつきまし

ても、当然工場に送って分解して調べております

ので、泉質、一つは一番大きなのは泉質で、黒い

タール状ものが付着していたというのも明らかに

なっていますので、温泉に使うポンプにつきまし

ては、耐用年数が何年というふうにもメーカーの

ほうもはっきり言えないということです。 

 いろんな泉質がございますので、そういった泉

質がポンプにどういう影響、どういう悪さをする

かちゅうのが、なかなか推定ができない部分もあ

るということで、何年というのも言えないと。 

 ほんで、今まで短命であった分が今回のポンプ

につきましては４年３カ月だったですかね、もっ

たということで、今後もそれくらいはもってほし

いと我々も願いは持っておりますが、いろんな事

象が生じた場合は、相談に乗りながらいろいろ協

議を今後もしてまいりたいと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○委員（大田黒 博）ありがとうございます。

ぜひそういう形で継続の方向でお願いできないか

なと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 泉質が、黒木温泉が再開されますと、それぞれ

の泉質のよさを感じておられる方々はまた一応お

客さん帰ってこられるわけですよね。そうしたと

きに、市外あたりから腰の痛みとか、傷口とかそ

ういうのが物すごくあそこの泉質はいいらしくて、

私も行くたびにそういうことは聞くんですけれど

も、そういうものを持続したいということかなと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

 それと、一つだけ何かトラブルがあったりして、

貸し付けのある有川商店さんですよね、そういっ

た何かトラブルがあったらそこになるのか、今言

われた有川商店さんがそういう中の施設の給湯庫

あたりの設備投資、あるいはそういったものが可

能なのか、その辺を少し教えてください。 

○上水道課長（四元新一）基本的には無償貸し

付けで、今後運営される有川さんのほうが全ての

そういったものは対応していただくと。大きな修

繕と、簡易な修繕については当然有川さんのほう

で対応と、運営上のことも有川さんのほうで全て

対応していただくという形になると思います。あ

とは、ポンプがだめになったらどうこうちゅう話

がありましたけど、そのほかのいろんな施設の大

きな修繕等の必要性が生じたとか、あるいは運営

できないような何か事象があったとか、そういっ

た場合は双方協議の上で対応していくという形に

なろうかと思います。 

 ただ、今の段階でどっちがどうこうちゅうのは、

はっきりはちょっと言えないところでございます。 

 以上です。 

○委員長（宮里兼実）いいですか。 

○委員（新原春二）３点だけ。１点は、今度、

簡易水道が全部統合されて、統一をされたわけで

すね。そうした場合に、前もってちょろっと話が

ありましたが、本管の配置図、配管図、そういう

のがなかなか不明なところもあるちゅう話も聞い

てたんですが、その後、そういう整備はきちんと

なされているのか。図面上できちんと残って、パ

ソコンでもきちんとされているのか。そこら辺の

本管の配管図の今の現状と、それから、本管から
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私線を、私線を出されていくわけですけども、私

線の関係については全くもう配管図等は市として

は残すというか、確認はしているのかいないのか、

そこらを１点だけ。 

 それから、もう一つは、過疎対策で住宅の補助

金を今出しているんですけども、特に旧４町につ

いては、新しく家をつくるときに、本管から私線

に対する距離が結構あるんじゃないかって想定を

されるわけですね。そうした場合に、現在ある本

管から家をつくるところまで、自分で引かなけり

ゃならないという今の現状ですので、そこら辺の

何かの過疎対策の意味での補助というのは、考え

ていらっしゃらないのか、それが２点です。 

 それからもう一つは、新庁舎での業者の打ち合

わせ、いろんな事業がいっぱいありますけども。

そういう事業を発注する場合の打ち合わせ等は、

お客様センターの一番右のほう、奥のほうが業者

のデスクですよちゅう話は聞いたんですけども、

そういうあそこで業者との打ち合わせをされるの

か、それとも本庁の上のほうでテーブルもあるよ

うですので、業者とのいろんな工事打ち合わせ等

はどこでされるのか、そこをちょっとお知らせく

ださい。 

○上水道課長（四元新一）まず１点目です。本

管等の配管図の整備状況ですね、あと私線も含め

てということですが。当然、今の簡易水道から水

道事業に統合する場合は、資産台帳をつくらない

といけないということであります。明確に、もと

もとないものをきっちりしたものはできませんが、

ある程度想定しながら、そういった図面であった

りとか、資産台帳は整理が終わっております。 

 掘ってみて、ちょっと深さが違ったとかちゅう

のは当然出てくるかと思いますけど、完全なもの

ではございませんが、ある程度の図面の整備は終

わっているということで御理解いただいて結構で

す。 

 あとの２点目の、過疎対策で給水管の延長が長

くなると、何か補助的なものはないかということ

でございますが、やはりそれはちょっと補助は今

のところ対応できないというふうに考えておりま

す。 

 あと３点目の業者との打ち合わせですが、あれ

はお客様センターの、給水関係のそういった受け

付け業務は、お客様センターのほうでの打ち合わ

せになりますけど、こちらから発注し、また配水

管、本管工事等の打ち合わせにつきましては、

２階のスペースをちゃんとつくってございます。 

 業者さんと打ち合わせをするスペースをつくっ

てございます。部屋がありますので、そちらのほ

うできちんとした打ち合わせをさせていただくと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（新原春二）資産台帳を含めて配管図は

もう完備をされたと、全部はないけども、ある程

度大方されたということですね。緊急な場合等も

含めて、それは大事だと思いますので、ぜひ後世

に残すものを、システム化をして残していただき

たいなと思います。 

 それから、過疎対策ですよね。今、Ｕターンも

含めて田舎に帰ろうという人をふやそうじゃない

かという一つの市としても方策が出てるわけです

けども。そうした場合に、地方に行けばもう何百

メーターということもありそうですし、どこまで

本管を引くかちゅうのもあるんですけども。今の

本管があって、それから私線を引っ張っていく場

合に、何メーター以上はもうある程度減免も含め

て何か措置をするちゅうことも考えないと、田舎

に家をつくれないという状況になってくるんじゃ

ないかと思うんですよ。 

 そこら辺もちょっと今後の課題として検討もし

てみられてはどうかというふうに、これは提言と

いうか、要望といいますか、そういうものにして、

ここで即答はできないと思いますので。今後のや

っぱり過疎対策の一つの方策でそういうものはで

きないのか、あるいはそれを含めて住宅補助金が

出ているのかどうか、そこ辺もあるんですけども、

「住宅補助金を出しとらよ」ちゅうことになれば、

それだけなんですが。水道局として、本管から私

線に１００メーター以上は何ぼかの補助をしよう

とか、そういうものがあったら田舎にも家はつく

れるということになっていくんじゃないかと思い

ますので。かなり大きなお金なんですよね、私線

から全部引っ張っていくになれば。そこら辺もち

ょっと今後、検討をされてみてはどうかちゅうこ

とで提言をしておきます。 

 業者の関係はわかりました。 

○水道管理課長（元石功一）給水工事に対する

水道局での負担というお話なんですが、政策的な、

本市のそういった過疎地域の政策的なものといっ

たことになれば、我々だけの判断だけではなくて、
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やはり市長部局とのそういった整理もしないとい

けないといったことで、進めていかないといけな

いというふうに思います。 

 我々としては、個人負担ですよということを基

本に、そういった市の施策としてそういった方向

性が出れば、市長部局等のほうとも協議をしなが

ら進めていきたいというふうには思っております。 

 以上です。 

○上水道課長（四元新一）まず、給水ができる

のは、まず給水区域内に入っていないとまずでき

ないということは、まず、第一原則としてござい

ます。 

 その中で、ある程度、二、三軒とか今後開発見

込みがある。まず、１軒先発して宅地造成をされ

ましたが、その土地も今後、宅地見込みがあると

いうようなところは、現行制度でも材料支出制度

等がございますので、そういった制度を使ってい

ただければ少しでも手出しが少なくなるのかなと

いうのもありまして、いろいろ相談を受けた場合、

我々のほうとしても、いろんな御助言をさせてい

ただくという形で今までも対応しておりますので、

そんなに一人で何百メートルもちゅうのはあんま

り今までちょっとないもんですから、今後、今の

管理課長が言いましたように、ちょっとそこ辺は

調整が必要かと思いますので、今後いろいろ研究

させていただきたいというふうに考えております。 

○委員（川畑善照）先日、視察をさせていただ

いたんですが、職員の出入り口が裏のほうになっ

て、もとの消防局時代の入り口はもう封鎖されて、

そしてお客様センターを通って２階に上がる。職

員とお客様との分別は確かにいいんですが、あそ

こを通って我々は行ったんですよね。それは視察

だったからだと思うんですけど、今後、外部から

の視察やらあった場合にも、職員出入り口を使わ

れるのかというのが一つ。 

 それから、仕事上の先ほど新原委員からありま

した業者の方々が２階にあると、会議の場がです

ね。それだとお客様センターを通って１回１回行

くのか、そこがちょっとひっかかります。 

 それと、一般車両が、もともと消防局の時代か

らあったのか知らんですけど、あそこを通って信

号へ逃げるやり方がありますよね、あれをどう封

鎖されるのか。例えば、ラークスのほうから入っ

て、かぶとのほうから入ってきたら、そこでスト

ップだとなるよりは、やはり両方に何かしなけり

ゃいけないんじゃないかと、その施策をどうされ

るか、ちょっと具体的にお願いします。 

○水道管理課長（元石功一）庁舎への出入り口

なんですが、職員の出入り口とお客様センターへ

の出入り口、二通り出入り口がございます。職員

等については、車庫の中にちょうど警報装置をつ

けてございます。そこが職員の出入り口にもなり

ます。 

 さっき視察のお客様と言われましたけれども、

そこはまずはお客様センターというところを通っ

て、そういった入り口になるのかなというふうに

思っております。２カ所の入り口から庁舎内へ入

るということになります。 

 それと、通り抜けの問題になります。通り抜け

で我々も気づいているのが、大きな通りからじゃ

なくて、こっちの市道のところから突っ切って庁

舎の敷地を通って国道２６７号に出るという、そ

ういった車をちょくちょく見かけます。でも、あ

したからかなると思うんですが、三方の出入り口

に車どめ－こう上げてチェーンがこうこうなる、

そういった設置工事をあしたからする予定でござ

います。 

 で、休日はもう車どめでもう敷地内には入れな

いといったことでやりたいというふうに思ってお

ります。 

 今、その通り抜けのある、そういったところに

はもう車どめを立てて、通り抜けができないよう

なふうな形で行こうというふうに考えております

が、国道２６７号のほうから入ってきた場合につ

いては、なかなか進入できませんというのが、ど

ういった方策があるのか、まだその辺がちょっと

未検討というか、なかなかいい方法が見当たらな

いということで、敷地の中にもう駐車場をつくっ

て通り抜けができないようにするのか、そういっ

た通り抜けの防止についてどういった方法がある

のか。こっちからはもうここに車どめを立てます

ので、入れないということになりますが、市道と

国道からの通り抜けの防止、どういうふうな方法

があるか、ちょっと今からも検討をしていきたい

というふうに思います。まだ策は見つかっており

ません。 

○委員（川畑善照）先ほどの１点目はわかりま

した。 

 ２点目のほうは、わからなくて入ってきたのが、

袋小路になったら逆にいけませんので、予告とい
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うか、何かそういうのができたら、やはり、やっ

たほうがいいんじゃないかと思いますので。予告

板でも立てられたほうがいいんじゃないかと、一

応意見だけ申し上げておきます。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、水道管理課及び上水道課を終わります

が、ここで休憩します。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時２９分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１１時３３分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△下水道課の審査 

○委員長（宮里兼実）次は、下水道課の審査に

入ります。 

────────────── 

△議案第６４号 平成２７年度薩摩川内市

公共下水道事業特別会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）それでは、議案第６４号

平成２７年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）下水道課です。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、第８回補正予算に関する説明書の

７３ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 ２款１項１目施設整備費、公共下水道整備費

４万９,０００円につきましては、国家公務員の給

与に関する法律等の一部改正に伴う本市の給与に

関する条例等の一部改正にあわせて、職員１名分

の人件費を補正要求するものでございます。 

 次に、歳入について説明いたしますので、

７２ページをお開きください。 

 ４款１項１目一般会計繰入金４万９,０００円は、

歳出の補正に対応し増額するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第６１号 平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第６１号平成２７年度薩摩川内

市一般会計補正予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、第８回補

正の予算に関する説明書の３２ページをお開きく

ださい。 

 ８款５項４目下水道費では、下水道管理費にお

いて職員手当等を５４万８,０００円を増額し、公

共下水道費において、公共下水道事業特別会計繰

出金を４万９,０００円増額するものであります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第６１号平成２７年度薩摩川内市

一般会計補正予算のうち本委員会付託分について、

質疑が全て終了しましたので、これより討論、採

決を行います。 

 討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△平成２８年度予算の審査 

○委員長（宮里兼実）次に、平成２８年度予算

の審査を行います。 

まず、予算の概要について、局長に説明を求め

ます。 

○水道局長（落合正浩）下水道課は一般会計及

び４特別会計でございます。 

 平成２８年度は特に公共下水道事業におきまし

て、長浜地区の生活排水処理について事業採択に

向け、国、県等との協議を進めていきます。 

 また、川内地区の宮里浄化センターの増設工事

に着手するとともに、市役所前にございますが、

昭和４７年度に建設し、市街地の内水排除に大き

く貢献している向田ポンプ場耐震診断を実施し、

長寿命化計画をつくってまいりたいと考えており

ます。 

 その他の事業を含め、詳細につきましては課長

が説明いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。 

────────────── 

△議案第７３号 平成２８年度薩摩川内市

公共下水道事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）それでは、議案第７３号

平成２８年度薩摩川内市公共下水道事業特別会計

予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、予算調書

の２８２ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目公共下水道管理費１億７,７８３万

４,０００円は、川内地域の公共下水道施設及び上

甑地域の特定環境保全公共下水道施設の維持管理

等に係る経費でございます。 

 経費の主なものは、本年４月からお客様セン

ターの開設による公共下水道事業窓口等関連業務

委託、川内処理区の宮里浄化センター等に係る処

理施設機械設備等修繕及び包括的維持管理業務委

託等に係る経費のほか、川内処理区の雨水対策と

して集中豪雨時の市街地の浸水を防止するため、

市役所横にあります向田ポンプ場の老朽化対策に

伴う耐震診断、光熱水費、維持補修費及び運転管

理業務委託等に係る経費でございます。 

 上甑処理区におきましては、中甑・中野浄化セ

ンター等に係ります包括的維持管理業務委託等に

係る経費であります。 

 次に、下段の２款１項１目公共下水道整備費

１億９,９９４万８,０００円は、川内処理区にお

ける生活排水の適正な処理を推進するため、宮里

浄化センターの水処理施設機能の確保及び平佐第

２地区の整備促進に伴う経費でございます。 

 経費の主なものは、職員１名の人件費と宮里浄

化センターポンプ施設増設工事委託、平佐第２地

区の汚水管基本設計委託等に係る経費でございま

す。 

 ここで、別冊となっております建設水道委員会

資料の最後のページ、５ページをお開きください。 

 宮里浄化センターポンプ施設増設についてでご

ざいます。宮里浄化センターの施設配置図でござ

います。青色の表示が現在の施設、赤色の表示が

整備予定のポンプ棟、黄色の表示が今後増設予定

の水処理施設でございます。 

 ポンプ棟の建設場所は、処理場入り口側の初期

マンホールポンプ横で、図面の左下②の赤く表示

している部分でございます。ポンプ棟の増設につ

きましては、水処理施設の良好な運転管理と水質

管理の安定化を図ることが目的でございます。 

 上の４ページをごらんください。既設のポンプ

施設からポンプ棟増設の必要性についてでござい

ます。表の左側の既設のポンプ施設は、汚水量の

少ない期間に対応する簡易的なポンプであります

ことから、水処理施設への流入の調整ができない

ため、運転管理と水質管理に苦慮しているところ

でございます。 

 また、ポンプに異物が詰まったとき、地下約

１５メーターでの危険な作業ともなります。ポン

プ棟の増設を行い、汚水量の増加への対応、安全

な施設管理、良好な水処理施設の安定化を図るも

のでございます。 

 それではまた、予算調書に戻っていただき、

２８３ページをお開きください。 
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 ３款１項１目長期債償還元金２億３,８０５万

４,０００円及び下段の３款１項２目長期債償還利

子８,９３２万４,０００円は、施設整備時に借り

入れました長期債償還元金及び利子でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８０ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、１款２項１目負担金、公共

下水道事業負担金７６５万７,０００円は、川内地

域の公共下水道事業受益者負担金が主なものでご

ざいます。 

 ２款１項１目使用料、公共下水道施設使用料

１億３,４７１万円は、川内地域及び上甑地域の公

共下水道施設使用料が主なものでございます。 

 ３款１項１目国庫補助金、公共下水道事業補助

金１億５１５万円は、宮里浄化センターポンプ施

設増設工事委託等に係る国庫補助金で、補助率は

事業費の２分の１でございます。 

 次のページをお開きください。 

 ４款１項１目他会計繰入金、一般会計繰入金

３億５,９５３万８,０００円は、歳出に対応して

措置する一般会計からの繰入金でございます。 

 ７款１項１目市債、公共下水道事業債

９,３１０万円は、整備費及び長寿命化事業に対応

して措置するものでございます。 

 それでは、別冊となっております予算に関する

説明書の２０８ページをお願いいたします。 

 第２表継続費につきましては、２款１項宮里浄

化センターポンプ施設増設事業に７億４,０００万

円を、平成２８年度から平成３０年度までの期間

設定するものでございます。 

 次のページ、第３表地方債につきましては、公

共下水道事業に係る地方債の限度額を９,３１０万

円とするものであります。 

 なお、起債の方法、利率、償還方法につきまし

ては、表記載のとおりでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第７４号 平成２８年度薩摩川内市

農業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第７４号平成

２８年度薩摩川内市農業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、予算調書

の２８６ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目農業集落排水管理費５,５８３万

６,０００円は、川内地域の城上処理区を初め、

５処理区の農業集落排水施設に係る維持管理等に

係る経費でございます。 

 経費の主なものは、本年４月からのお客様セン

ターの開設による本土地域の農業集落排水事業窓

口等関連業務委託、川内地域の城上処理区、入来

地域の大馬越処理区、入来中部処理区、祁答院地

域の祁答院中央処理区及び里地域の里処理区の処

理施設等に係ります光熱水費等維持管理業務委託

等に係る経費でございます。 

 次に、下段の３款１項１目長期債償還元金１億

１,０８９万２,０００円と次のページ、３款１項

２目長期債償還利子２,１３２万２,０００円は、

施設整備時に借り入れました長期債償還元金及び

利子でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８４ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、２款１項１目使用料、農業

集落排水施設使用料５,１８７万８,０００円で、

５処理区の施設使用料であります。 

 次に、２８５ページをお開きください。 

 ４款１項１目他会計繰入金、一般会計繰入金
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１億３,０１４万３,０００円は、歳出に対応して

措置する一般会計からの繰入金であります。 

 それでは、別冊となっております予算に関する

説明書の２３３ページをお開きください。 

 第２表地方債につきましては、農業集落排水事

業に係る地方債の限度額を２８０万円とするもの

でございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還方法につきまし

ては、表記載のとおりであります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第７５号 平成２８年度薩摩川内市

漁業集落排水事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第７５号平成

２８年度薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計予

算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、予算調書

の２９０ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目漁業集落排水管理費２,８６５万

２,０００円は、上甑地域の平良処理区を初め、

３処理区の漁業集落排水施設の維持管理等に係る

経費でございます。 

 経費の主なものは、上甑地域の平良処理区、下

甑地域の片野浦処理区、同じく下甑地域の手打処

理区の３処理区の処理施設等に係ります光熱水費

及び維持管理業務委託等に係る経費でございます。 

 次に、下段の３款１項１目長期債償還元金

３,９１７万３,０００円と次のページ、３款１項

２目長期債償還利子８９２万５,０００円は、施設

整備時に借り入れました長期債償還元金及び利子

でございます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２８８ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、１款１項１目分担金、漁業

集落排水事業分担金４３万円で、上甑地域の平良

処理区及び下甑地域の手打処理区の分担金であり

ます。 

 次に、２款１項１目使用料、漁業集落排水施設

使用料１,９２０万１,０００円は、３処理区の施

設使用料であります。 

 次に、４款１項１目他会計繰入金、一般会計繰

入金５,６９１万９,０００円は、歳出に対応して

措置する一般会計からの繰入金であります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第７６号 平成２８年度薩摩川内市

浄化槽事業特別会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、議案第７６号平成

２８年度薩摩川内市浄化槽事業特別会計予算を議
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題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、予算調書

の２９３ページをお開きください。 

 まず、歳出から説明いたします。 

 １款１項１目浄化槽管理費１ ,０９５万

３,０００円は、本市で設置しております上甑地域

の戸別合併処理浄化槽の維持管理に係る経費であ

ります。経費の主なものは、浄化槽法に基づく検

査手数料及び浄化槽維持管理業務委託等に係る経

費でございます。 

 次に、下段の３款１項１目長期債償還元金

４３９万４,０００円と次のページ、３款１項２目

長期債償還利子７１万３,０００円は、施設整備時

に借り入れました長期債償還元金及び利子であり

ます。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、２９２ページをお開きくだ

さい。 

 歳入の主なものは、２款１項１目使用料、浄化

槽排水施設使用料７１４万６,０００円と４款１項

１目他会計繰入金８８７万８,０００円は、歳出に

対応して措置する一般会計からの繰入金でありま

す。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 これより討論、採決を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△議案第７０号 平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算 

○委員長（宮里兼実）次に、審査を一時中止し

てありました議案第７０号平成２８年度薩摩川内

市一般会計予算を議題とします。 

 当局に補足説明を求めます。 

○下水道課長（徳重勝美）それでは、予算調書

の２６４ページをお開きください。 

 ４款２項４目下水処理施設管理費３,４５８万

６,０００円は、川内地域の永利処理区と鹿島地域

の鹿島処理区の地域下水道処理施設の維持管理等

に係る経費であります。 

 経費の主なものは、本年４月からのお客様セン

ターの開設による永利処理区の地域下水道事業窓

口等関連業務委託、永利処理区及び鹿島処理区の

処理施設等に係ります光熱水費及び維持管理業務

委託等及び両施設の老朽化に伴う機能停止を未然

に防ぐための長寿命化機能診断調査に係る経費で

ございます。 

 次に、４款２項４目小型合併処理浄化槽整備補

助事業費１億６,６４５万１,０００円は、小型合

併処理浄化槽設置整備補助に係る経費であります。 

 経費の主なものは、小型合併処理浄化槽設置整

備事業窓口等関連業務委託に係る経費と、小型合

併処理浄化槽設置整備事業補助金４３２基分でご

ざいます。当該補助金は、くみ取りや単独浄化槽

からの小型合併浄化槽への切りかえ及び新築また

は改築等により設置する１０人槽以下の小型合併

処理浄化槽に対し補助金を交付するもので、補助

金の額は５人槽が３３万２,０００円、７人槽が

４ １ 万 ４ , ０ ０ ０ 円 、 １ ０ 人 槽 が ５ ４ 万

８,０００円であります。また、単独浄化槽からの

切りかえにつきましては、さらに１０万円の上乗

せをするものでございます。 

 次に、２６５ページをお開きください。 

 ４款２項４目浄化槽費８８７万８,０００円は、

浄化槽事業特別会計への繰出金であります。 

 次に、下段の６款３項４目農業集落排水費１億

３,０１４万３,０００円は、農業集落排水事業特

別会計への繰出金であります。 

 次のページ、６款５項５目漁業集落排水費

５,６９１万９,０００円は、漁業集落排水事業特

別会計への繰出金であります。 

 次に、下段の８款５項４目下水道管理費

９,６３１万３,０００円は、下水道行政の一般管
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理に係る経費であります。予算の主なものは、職

員１１名分の人件費及び日本下水道協会の会費や

日本下水道事業団の研修参加負担金等に係る経費

のほか、公共下水道等接続補助金を計上しており

ます。 

 次に、２６７ページをお開きください。 

 ８款５項４目都市下水路管理費１００万

５,０００円は、川内地域の都市下水路の維持管理

に係る経費で、経費の主なものは、都市下水路の

改修工事等に係る経費であります。 

 次に、下段の８款５項４目ポンプ場管理費

９１５万１,０００円は、川内地域の雨水ポンプ場

の維持管理に係る経費で、経費の主なものは、川

内地域の中郷ポンプ場及び平佐ポンプ場の光熱水

費、施設維持補修費及び維持管理業務委託等に係

る経費でございます。 

 次の８款５項４目公共下水道費３億５,９５３万

８,０００円は、公共下水道事業特別会計への繰出

金であります。 

 続きまして、歳入について説明いたしますので、

前に戻っていただき、７６ページをお開きくださ

い。 

 歳入の主なものは、１４款１項３目使用料、衛

生使用料２,１７６万３,０００円は、川内地域の

永利処理区と鹿島地域の鹿島処理区の地域下水処

理施設使用料であります。 

 １５款２項３目国庫補助金、衛生費補助金

５,３６８万６,０００円は、小型合併処理浄化槽

設置整備事業に係る国の補助金で、補助率は本土

地域が３分の１、甑島地域が２分の１であります。 

 １６款２項３目県補助金、衛生費補助金

３,５１３万円は、小型合併処理浄化槽設置整備事

業に係る県補助金で、補助率は本土地域が国庫補

助と同じ３分の１、甑島地域は４分の１でありま

すが、財政力指数により基準額の６６％に補正さ

れております。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（宮里兼実）ちょうど１２時になりま

したけど、このまま続けていいですか。 

［「はい、いいです」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）ただいま当局の説明があ

りましたが、これより質疑に入ります。御質疑願

います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で、議案第７０号平成２８年度薩摩川内市

一般会計予算のうち本委員会付託分について、質

疑が全て終了しましたので、これより討論、採決

を行います。 

 討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）討論はないと認めます。 

 これより採決を行います。 

 本案を原案のとおり可決すべきものと認めるこ

とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

────────────── 

△所管事務調査 

○委員長（宮里兼実）次に、所管事務調査を行

います。 

 当局から説明がありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）これより所管事務全般に

ついて質疑に入ります。御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点だけ、局長に最後のお

願いをさせていただこうと思っています。 

 水道局の場所が変わられまして、今、心機一転、

新しいところで開始されたわけですけど、実は先

日、中を見させていただきまして、内装がまだき

れいになっていないところがあるんです、天井と

か壁とか。せっかくあそこまでされたんだったら、

そこも私はきれいにすべきだろうと、この際、お

金をかけてでもですね。それで、職員の方のより

一層のやる気を出していくべきだろうと。全員心

機一転、そこで今からの業務に向かって邁進され

るべきだろうと思うんです。 

 何かその入った感じがちょっともったいないな

という意識があって、そこをちょっと最後にお願

いをしておきます。 

○水道局長（落合正浩）最後にありがとうござ

います。 

 とりあえずは年内にもう入って業務を始めると

いうことが第一でございましたので、必要最小限

の改築をさせていただきました。 
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 ただ、今おっしゃいましたように、そこに入る

人間の魂で事業がなされるものと思います。ただ、

上下水道、温泉も含めまして使用料を貴重な財源

とすることから、余り華美な整備はできないとこ

ろでございますけれども、職員の勤務体系に支障

がないように、また、職場環境がよきものになる

ような今後の努力は必要な範囲でさせていただき

たいと思っております。 

 これは４月以降に引き継いでいきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

○委員長（宮里兼実）質疑は尽きたと認めます。 

 委員外議員は。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）質疑はないと認めます。 

 以上で下水道課を終わります。 

 ここで休憩します。 

          ～～～～～～～～ 

          午後０時４分休憩 

          ～～～～～～～～ 

          午後０時９分開議 

          ～～～～～～～～ 

○委員長（宮里兼実）それでは、休憩前に引き

続き会議を開きます。 

────────────── 

△委員会報告書の取扱い 

○委員長（宮里兼実）以上で、日程の全てを終

わりました。 

 委員会報告書の取りまとめについては、委員長

に一任いただきたいと思いますが、そのように取

り扱うことで御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議ありませんので、

そのように取り扱います。 

────────────── 

△閉会中の委員派遣の取扱い 

○委員長（宮里兼実）それでは、閉会中の委員

派遣の取り扱いについてお諮りします。 

 閉会中の４月に現地視察を、５月に行政視察を

それぞれ実施したいと思いますが、視察先との調

整が必要となりますので、委員派遣の手続は、

正・副委員長に一任いただきたいと思います。 

 ついては、そのように取り扱うことで御異議あ

りませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（宮里兼実）御異議ありませんので、

そのように決定しました。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（宮里兼実）以上で、建設水道委員会

を閉会いたします。 

 大変御苦労さまでした。 
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